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１．イギリスの社会経済政策と社会的企業の動向
１-１　社会的包含
　1997年にブレア政権が誕生し、新しい社会経済政策が
打ち出された。それ以前の経済政策のありようを概括す
ると、英国におけるサッチャー首相、米国のレーガン大
統領に代表される新自由主義経済思潮が主流を占め、民
営化・規制緩和など種々の経済改革が進められた。新自
由主義経済思潮のポイントを雑駁に表現すると、規制緩
和等によって市場での競争原理を鼓舞し、それにより富
の創出を図ろうとするものであった。一方、ヨーロッパ
を中心とする伝統的な社会民主主義の思潮は、経済的な

安全保障と富の再配分を重視するものであった。この２
つの思潮は、なかなか相容れず折合いをつけにくく、政
策レベルでも両者の間を反復してきた。
　ブレア政権の経済政策が伝統的な社民主義政権のそれ
と異なる点は、「公共の利益に配慮しつつ、市場の力を
活用し、公的部門と私的部門を結合して社会経済的な相
乗効果を発揮させる」政策を掲げたことにある。いわば、
市場の活力を重視しながら、直接的な富の再配分ではな
く個々人が間接的に富の再配分にアプローチできる可能
性を政策的に担保する点にあるといえる。この政策の正
当性を語る際、包含（inclusion）と排除（exclusion）
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という言葉が頻出する。新自由主義の下で排除されてい
たと看做される層を社会に包含することが社会活力増進
に不可欠と考えたからであろう。このことは、同時に「直
接的な配分ではなく間接的な配分にアプローチする可能
性を担保する」という点から、伝統的な福祉国家像を修
正することをも意味する。すなわち、従来の直接給付型
の資金配分を人的投資にシフトし、幅広く人的能力を社
会の中に包含する。そして、その投資により生み出され
る富を社会に再び包含する考え方といえる。
　大要、以上の政策構想を受けて、2001年、政府部内（貿
易産業省）に Social Enterprise Unit（社会的企業局）が
開設された。さらに2002年には内閣府の『民間活動およ
び公益：Private Action, Public Benefi t』と題する報告
書、貿易産業省報告書『社会的企業～その成功戦略：
Social Enterprise：A Strategy for Success』 お よ び
2003年『コミュニティ向け企業～コミュニティ利益会社
の提案：Enterprise for Communities：Proposals for a 
Community Interest company』などが相次いで発刊さ
れた。このことは、後述する社会経済セクターの捉え直
しとともに政策構想を実現する一つの梃子として社会的
企業（Social Enterprise）が位置づけられたことを意味
し、これを契機に、理論的にも実務的にも社会的企業を
めぐる議論が活発になった。

１-２　社会的企業に関する動向
　社会的企業の定義や分類が定まっておらず、社会的企
業と称する企業群がイギリス経済に占めるウエイトを統
計的に把握することは現時点では困難であるが、次のよ
うな報告がある。
①　 生産年齢人口の5.8% が社会的企業に雇用されて

いる。また、一般的起業の試行段階にある者の約
35%程度が社会的企業での起業を志向している。1）

②　 従業員を雇用している企業の約５%（売上高換算
で約27億ポンド）が社会的企業である。2）

　このように、経済に占めるウエイトが相当な高まりを
見せていることは否定できない事実である。こうした点
も、前述したように、研究者・実務家双方から、社会的
企業につき種々の問題的提起がなされる背景となってい
る。
　このように経済的、社会的に、また政治的にも社会的
企業の重要性が認識され、その分野への政策的投資など
が求められる状況である。しかし、社会的企業を特徴づ
ける組織特性、出資や収益の形態あるいは提供するサー
ビスのあり方、さらに在来型企業とどう区別すべきなの
か等々、社会的企業という新しい企業領域を画する基礎

理論が未整理の状況である。この点は、前述の『民間活
動および公益』においても、伝統的なボランタリー・セ
クター（voluntary sector）という大きな非営利概念では、
社会的企業の特性を明らかに出来ないとの論点整理をし
ている。3）

　本稿では、社会的企業の基礎理論に関する諸説を概観
し、主な理論および政策動向とその論点等を整理する。

２．経済活動領域の類型と社会的企業等の位置づけ
　経済活動の領域を「ビジネスセクター」「パブリック
セクター」「社会経済セクター（第３セクター）」の３類
型に区分するのが一般的である。4）5）各セクターの領域は
截然と区分できず、相互に交差し重なり合っている。こ
の重なり合いの中に社会的企業等が存在している。図 -
１は、その状況を比較的簡潔に示している。

　この３つの各セクターの重なり合いの中に多様な組織
群が生起し始めたのは、過去20年ほどの間である。この

※図中のサンプル企業・団体等の説明
A：Amnesty International （人権擁護団体）
B：British Council （国際文化交流機関）
C：Street UK （マイクロファイナンスを業とする団体）
D： Greenwich Leisure （スポーツ、レジャー施設を運営管理する
企業。教育カレッジも併設し、レジャー産業で勤務希望を持
つ若年者を対象に教育訓練の機会を提供している）

E：The Big Issue （社会的企業等に対する資金融資団体）
F：Universities （大学）

図-１　経済セクターの相関図
出所： Private Action, Public Benefi t p15 （Adapted from a model 

developed by University College London and New Eco-
nomics Foundation）
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間、伝統的なビジネスセクターにおいても、例えば、企
業の社会的責任（CSR）や社会的責任投資（SRI）ある
いはコーズ・リレイテッド・マーケティングなどの新し
い動きが生まれた。このことは、過去20～30年ほどの間
に組織と社会の関わり方に影響を与える種々の要因が
あったことを示唆している。例えば、情報革命が動因と
なり、巨大企業組織、垂直統合組織、同質で階層的組織
などに代表される集合的な組織形態から、分散的で柔構
造な協働関係を特徴とするネットワーク型組織への移行
などがあった。また、環境保護に代表されるように、組
織（企業）～消費者（生活者）～社会が三すくみで対応
せざるを得ない問題も次々と提起された。一方、世界的
規模で経済の規制緩和が進み、政府の福祉国家へのコ
ミットメントの後退などもみられた。こうした多面的な
環境変化は、自由闊達で分権的なグローバル市場を生み
出した反面、経済的ないしは社会的格差の発生や市場の
失敗を強く意識させることになった。
　これらの新しい経済社会条件を修正する枠組の一つと
して登場したのが、ビジネス・パブリック・社会経済セ
クターを跨ぐ新しい組織群とそれらが果たす社会経済機
能であり、その中心に位置するのが社会的企業等と考え
られる。

３．社会的企業の定義あるいは統一的理解への試み
３-１　組織の社会目的性
　前述のように、社会的企業をどのように定義するか、
この点につき様々な論説があり、未だ統一的な理解に
至っていない玄晫椰榆 遷涿 よ 傅 痤 §傅 𦣝 者ミ
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関しmore than profi t という広い概念のもとでより精緻
な具体化を図り、社会的企業をめぐる議論を深化してい
くべきであろう。

５．資産ロックと資金調達に関する議論
５-１　 コミュニティ利益会社（Community Interest 

Company）
　コミュニティ利益会社は2005年の会社法改正に伴い法
制化された新しい会社形態である。名称が示す通り、コ
ミュニティの利益を増進する社会目的を有する企業のた
めの法形態である。従来、いわゆる社会的企業と位置づ
けられた企業群は、保証有限会社（Companies limited 
by guarantee）、 株 式 会 社（Companies limited by 
shares）、公開有限会社（Public limited companies）あ
るいは産業共済組合（Industrial & provident societ-
ies）など様々な会社設置形態をとっていた。コミュニ
ティ利益会社は、これらの企業に対し新しい法的設置形
態を付与したのであるが、実体的には、上記の株式会社・
保証有限会社・公開有限会社のいずれかの設置形態を選
択し、その上で、「コミュニティ利益会社」として登録
するための条件が設定される構造になっている。この条
件はいくつかあるが、ここでは本稿の目的に沿って、資
産ロック（Asset lock）について摘記しておきたい。
　株式会社または公開有限会社形態を選択したコミュニ
ティ利益会社は株式を発行出来るが、配当額・会社解散
時等における残余財産分配請求額の制限などの規制を受
ける。このように会社資産を固定化し流失を防ぐ措置が
「資産ロック」である。これは、会社の資産と利益を本
来の目的に即してコミュニティ再投資に誘導するためで
ある。従って、例えばコミュニティ利益を増進するため、
当該会社がその資産を担保にして資金調達することなど
は許容されている。

５-２　資産ロックとエクイティ・ファイナンスの可能性
　社会的企業の育成のためには資金調達を如何に図るか
という大きな論点がある。この点につき、「社会的企業
がエクイティ・ファイナンスを活用できず、そのことが
社会的企業の成長と発展を阻害している」18）、「社会的企
業の企業構造が曖昧であるため、有効な投資を呼び込む
ことができない」19）、「コミュニティ利益会社の資産ロッ
クと配当制限が投資家にとって大きな問題である」20）な
どの論説がある。
　確かに、コミュニティ利益会社では、資産ロックとい
う形で配当制限など資産固定化措置を採る一方、株主資
本増加による資金調達（エクイティ・ファイナンス）を

限定的に許容するという、やや相矛盾する構造になって
いる。21）こうした制約や制度的な矛盾のためであろうか、
社会的企業と看做されている企業のなかには、コミュニ
ティ利益会社の登録をせず、公開有限会社あるいは産業
共済組合の形態のままエクイティ・ファイナンスによる
資金調達を行っているケースも散見される。22）

　以上のように、一定の社会目的追及を制度的に担保す
るため資本の論理を制約すること（資産ロック）と、旺
盛な社会目的の追求活動を促すために資本論理の活用を
促すこと（エクイティ・ファイナンス）との間に種々の
理論的相克が存在している。この点については、社会的
企業の目的や価値と共存できるエクイティ・ファイナン
スの実務設計をどのようにすべきかという、優れて技術
的課題が残されている。

６． 社会投資銀行（Social Investment Wholesale Bank）
と社会効用債券（Social Impact Bond）

６-１　社会投資銀行の構想
　前述のように、現状では社会的企業の資金調達には
種々の課題がある。こうした課題に関連して、2009年７
月、政府は社会投資銀行設立の構想案を発表し、パブリッ
ク・コメントを募っている。この構想は米国の地域再投
資法（CRA：Community Reinvestment Act）による地
域開発金融機関等の英国版を設定して、社会的投融資と
コミュニティ投資の促進を図ろうとするものであり、社
会的企業の資金調達を多様化する上で強力なツールとな
り得る。23）24）

６-２　社会的効用債券の考え方
　例えば、小学校児童等の不登校対策費として、政府は
年額約800万ポンド支出している。この事後的対策費に
対し、不登校等の根本原因の除去・是正など事前的予防
費支出は111万ポンドである。社会的効用債券の考え方
は、既に発生している社会事象に対処療法的に費用投入
するよりは、その原因究明や解決などに費用投入した方
が事後的対策費の削減につながり費用対効果が高く、社
会的インパクト（本稿では、Impact を便宜的に「効用」
と和訳している）が大きいとの発想に基づいている。こ
の構想は、2009年８月に Social Finance25）という団体が
提起し、現在、政府との間で実施に向け具体的な制度設
計が進められている。この構想も社会投資銀行などと同
様、社会的企業等が社会経済セクターで活動を活発化す
る上で間接的な支援策となり得る。現在検討されている
制度枠組みの一例を摘記すると次のようなものである。
■　 上記、不登校等の例では、その根本原因の究明・
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是正などに資金提供（投資）した団体等に対し、
不登校児童数等が減少するなどの成果が出た場
合、政府支出する事後的対策費減少額の一定割合
を当該投資団体に一定のプレミアムを付けて還付
する。

■　 投資団体等は事前に政府と契約締結し、その際、
次のような項目につき、具体的な目標値を取り決
めるとされている。

①成果指標
　どの地域の不登校児童数をどれだけ減らすか。
②対象者指標
　 どの地域のどの学齢層のどのような形態の不登校
児童を対象とするか。

③成果指標
　 どの程度の額を償還するか。この部分は具体的な
制度設計が難しい。例えば、新たな不登校原因が
発生したにもかかわらず不登校数が減少した場合
は、新たな不登校原因により対策支出額が増えた
であろう額を償還するなど、かなり複雑なインセ
ンティブシステムの設計が検討されている模様で
ある。
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Bank: A consultation on the functions and design. 政府
案では、休眠口座（dormant account）を活用する
ことが提案されている。初期資本として少なくとも
２億５千万ポンドを創出し、その後４年間で２千万
ポンドの継続的運用益を出すとなっている。＊ここ
でいう休眠口座とは、小額残高のある口座で、長期
間取引実績のない口座のことである。

25）Social Finance は、広義の社会投資などを実施する
団体等に対し、投資手法・機会などについてコンサ
ルティングする団体であり、社会的企業の一類型で
ある。詳しくはwww.socialfi nance.org.uk を参照さ
れたい。
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